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伊予市固定資産台帳整備及び公共施設等 

総合管理計画策定業務委託 仕様書 

 

 

Ⅰ 総括及び一般事項 

 

１．業務目的 

本市は、「今後の地方公会計の整備推進について（平成２６年５月２３日総務省大臣通

知）」等を受け、新しく総務省から示された統一的な基準により貸借対照表、行政コスト計

算書、純資産変動計算書及び資金収支計算書（以下｢財務書類｣という。）の作成、分析及び

活用を行っていくことを予定している。 

本業務は、統一的な基準による財務書類の作成に当たり、これに対応する固定資産台帳の

整備、固定資産の継続的な管理体制を構築することはもとより、本市全体の資産や債務を適

切に把握するとともに台帳整備等の管理手法を確立し、今後の財政運営に生かしていく。ま

た、本市が所有する公共施設について、ファシリティマネジメントの考え方を導入し、公共

施設の量と質、さらには運営コスト等の一体的な見直しによりライフサイクルコストの縮減

を図るとともに、効率的、効果的な公共施設等の運営と将来を見据えた最適な配置を戦略的

に推進するため、固定資産台帳の整備及び公共施設等総合管理計画を策定することを目的と

する。 

 

２．準拠する法令等 

本業務は、本仕様書によるほか、以下に掲げる法令及び規定等に準拠して実施すること。 

（１）地方自治法（昭和 22年法律第 67号）及び同法施行令（昭和 22年政令第 16号） 

（２）統一的な基準による地方公会計マニュアル（以下「地方公会計マニュアル」という。）

（総務省、平成 27年１月 23日） 

（３）公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針（総務省、平成 26年４月 22日） 

（４）国土交通省インフラ長寿命化基本計画（行動計画）（国土交通省、平成 26年５月 21日） 

（５）地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19年法律第 94号） 

（６）個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）及び同法施行令（平成 15年政令

第 507号） 

（７）行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 58 号）及び同法施

行令（平成 15年政令第 548号） 

（８）固定資産評価基準（昭和 38年自治省告示第 158号） 

（９）伊予市の条例及び規則 

（10）その他の関係法令等 

 

３．提出書類 

本業務の着手に先立ち、受託者は、契約後速やかに次の書類を提出し、その承諾を得るこ

と。また、変更が生じた場合においても同様とする。 

（１）業務着手届 
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（２）業務実施計画書 

（３）業務工程表 

（４）統括責任者及び管理責任者届出書 

（５）その他本市が指示する関係書類 

 

４．業務概要 

本業務は、本市が所有する財産に係る各種資料を基に、受託者は地方公会計マニュアルに

より固定資産のデータ作成を行う。また、固定資産の管理状況を調査・分析し、精査・精緻
せ い ち

化

したデータを基に、施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・

長寿命化などを計画的に行うことができる管理計画を策定するものとし、主に次の業務を行

うものとする。 

（１）計画準備（整備方針策定） 

（２）資料収集・整理 

（３）台帳データ変換 

（４）既存公有財産データ化 

（５）各種台帳及び台帳データ突合 

（６）固定資産台帳データ作成 

（７）資産評価額計算 

（８）固定資産台帳整備及び固定資産台帳管理システム導入 

（９）システム環境設定 

（10）操作説明書作成及び操作説明 

（11）公共施設等総合管理計画の策定指針に基づく公共施設等総合管理計画書の作成 

 

５．権利・義務の譲渡・守秘義務 

契約から生じる一切の権利・義務を第三者に譲渡又は貸与してはならない。また業務で知

り得た内容を第三者に漏えいしてはならず、業務完了後も同様とする。なお、業務で使用す

る各種資料・データに含まれる個人情報、行政機密等の取り扱いについては紛失、漏洩のな

いようにしなければならない。 

 

６．成果品等の帰属 

本業務における成果品及び業務作成上の資料等については、全て本市に帰属するものとし、

本市の承認を受けずに複製、公表、貸与してはならない。 

 

７．受託者の責任 

本業務において、次に掲げる事項は受託者の責任とする。 

（１）本業務の実施に当たり、受託者の行為に起因して第三者に損害を与えた場合又は紛糾

した場合は受託者の責任において解決すること。 

（２）本業務において、必要な手続き及び本市が貸与する以外の資料収集は、原則として受

託者が行うこと。 

（３）受託者は、本業務終了後３年以内において、過失や疎漏等に起因する不備が発見され
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た場合は、受託者の責任と負担において直ちに訂正補充等の処理をすること。 

 

８．受託者の資格 

本業務における受託者の資格は次のとおりとする。 

（１） 市町村への資産台帳整備の業務実績を有すること。 

（２） 災害等を考慮し、作成されたデータや資料のバックアップを適正に保管できる体制（デ

ータセンターでの管理・LGWAN-ASP等）を整えていること。 

（３） 固定資産評価の仕組みを理解し、また資産評価の正確性を担保するために、必要に応

じて不動産鑑定士及び公認会計士の下で評価を行う体制を整えていること。 

 

９．成果品等の検査 

各作業については必要に応じて適宜検査を行い、不備な箇所について訂正等の指示を受け

たときは、直ちに訂正等をしなければならない。 

 

10．参考資料の貸与 

本市が所有する資料等（公有財産台帳、各種図面や点検結果等。電子データを含む。）は、

所定の手続きをもって受託者に無償で貸与するが、業務完了後、速やかに返却すること。 

なお、万一資料等に損傷を与えた場合は、受託者が責任を持って修復すること。 

 

11．その他 

諸規程及び本仕様書に明示されていない事項について疑義が生じた場合は、その都度市担

当者と協議の上、市担当者の指示に従い業務を遂行すること。また、協議した内容を打ち合

わせ議事録に記録すること。 

 

 

Ⅱ 固定資産台帳整備 

 

12．計画準備（整備方針策定） 

本業務の主旨を十分に理解し、合理的かつ能率的に業務を遂行するため、工程ごとの作業

計画を策定すること。作成に当たっては、内容を十分に協議し、台帳データ整備のレベルを

統一するものとする。 

なお、対象となる財産及び主な工程は以下のとおりとする。 

（１）財産 

ア 土地：公共施設の土地 約 4,000筆 それ以外の土地 約 18,500筆 

イ 建物：約 700棟 

ウ 工作物：道路、農道、林道、橋りょう、トンネル、公園、水門、プール、防火水槽、河

川 

エ 物品 

オ 無形固定資産 

（２）主な工程 
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 ア 財産の照合・抽出・分類、資産のコード化 

イ 抽出・分類された財産管理図の作成 

ウ 財産の分類（財産区分、用途、部門等）別管理 

エ 財務諸表の有形固定資産集計表との整合性の確認、相互性のあるデータの作成 

オ 固定資産評価額の算定 

 

13．資料収集・整理 

本業務を行うに当たり、本市はその所有する以下の財産に係る各種資料について、その存

否を確認し、受託者に貸与するものとする。受託者はデータベース化に必要な資料を収集し、

整理するとともに、整備されていないものについては市と協議し、対応を確認するものとす

る。本市は、受託者の資料収集について支障のない限り協力を行うものとする。 

（１）各種資産管理台帳 

（２）施設の現況把握に必要な図面 

（３）財務会計等執行データ 

（４）固定資産概要調書 

（５）その他必要と認められる資料 

  

14．資産台帳レイアウトの編さん 

受託者は、収集された資料、地方公会計マニュアル、関係法令等に基づき、本市の所有す

る財産に係る資産台帳レイアウト及びデータレイアウトを作成すること。なお、項目は建物

だけでなく土地やインフラ資産等の段階的な台帳整備を見据えて以下を参考に項目設定を行

うこと。 

また、固定資産概要調書と資産台帳の地目の相違、インフラ及び事業資産区分について対

照表を作成し、地目等の読み替え基準の作成を行うこと。 

・台帳番号（枝番による区分分けも含む。） 

・所在地 

・施設名称及び用途 

・インフラ区分及び事業資産区分（種目・種別） 

・台帳地目及び現況地目 

・財産取得年月日及び登記年月日 

・異動年月日及び異動事由 

・公簿地積及び実測地積 

・耐用年数及び稼動年数 

・付属書類及び図面様式 

・所管課コード及び名称 

・面積及び価格異動管理 

・索引番号  

・その他委託者受託者協議により必要と認められた管理項目 

 

<建物固有情報> 
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・棟番  

・施設コード及び名称  

・棟用途コード 

・建築年月日 

・取得価額 

・階層情報（地上・地下含む。） 

・構造主体 

・建築及び延床面積 

・その他委託者受託者協議により必要と認められた管理項目 

 

15．各種データ受領及び変換 

（１）受託者は、「13．資料収集・整理」における各種資産管理台帳資料を受領し、その存否、

管理媒体及びデータレイアウト等の確認を行い、資産整備に係る協議を行うこと。 

（２）受託者は、「13．資料収集・整理」における施設の現況把握に必要な図面資料を受領し、

財産管理図面に係る整備を行うこと。 

（３）受託者は、前２号に掲げる資料以外の各種資料について受領し、その取り扱い、加工及

び CSV・エクセル変換等変換処理について協議を行うこと。 

（４）以上の作業を進め、新たに資産台帳のデータ化を行うこと。 

 

16．資産の洗い出し 

受託者は、本市が所有する各種資料（各課所管の台帳資料や航空写真・地番図等）を活用

し、資産の洗い出しを行うこと。 

 

17．異動更新による突合・照合 

受託者は、「16．資産の洗い出し」において収集された資料等に基づき、異動更新の財産

管理データを活用し、突合処理等を行い不一致リストの作成を行うこと。 

不一致の内容については、原因解明についての処理を市担当者と協議を行うこと。必要に

応じてエントリーシート等の整備に必要な書類を作成し、担当部署へ調査するなど、不一致

リストの解消を進めること。 

 

18．財産管理図面突合 

受託者は、「17．異動更新による突合・照合」において収集された資料等に基づいて構築

した地理情報システム（GIS）上の図面情報と資産台帳データについて突合・確認作業を行う

こと。異動更新における突合結果の不一致については、本作業にて確認を行い、図面との不

突合一覧の確認を行うこと。 

 

19．財産データ抽出 

受託者は、これまでの作業において収集された資料等に基づき、本市が所有する各種資産

の抽出を行うこと。属性データの付加については、協議の上確定させた台帳レイアウトに適

合するものを付加し、GISシステム上に付加を行うこと。 
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20．資産台帳一覧表作成 

資産台帳一覧表については、公表用財務書類（地方公会計マニュアルに基づいた財務書類、

以下、「財務書類」とする）に対応したものを作成すること。 

 

21．有形固定資産明細表作成 

有形固定資産明細表については、財務書類に含まれる付属書類「有形固定資産明細表」と

整合性のあるものを作成すること。 

 

 

Ⅲ 資産台帳評価 

 

22．資産評価 

受託者は、前章で整備した資産台帳を用いて、新地方公会計制度に基づく土地評価額の算

定を、固定資産台帳整備業務に精通した者の下で行うこと。 

 

23．償却資産評価 

受託者は、土地以外の資産（建物等）について基準日を定め、再調達価額から減価償却累

計額を控除した金額を計上すること。再調達価額及び開始時簿価の算定方法は、地方公会計

マニュアルにより行うこと。  

 

24．固定資産一覧表作成 

受託者は、これまでの作業において作成した財産にかかる評価額を用いて、固定資産一覧

表の作成を行うこと。 

 

25．売却可能資産の確認作業及び一覧表の作成 

受託者は、これまでの作業において作成した財産にかかる評価額を基に、資産台帳から売

却可能資産の確認を行い、売却可能資産一覧表の作成を行うこと。  

 

 

Ⅳ システム導入・保守・更新 

 

26．業務概要 

受託者は、固定資産の一覧について、システムレイアウトの形成を行い、資産台帳管理シ

ステムのデータ保守及び更新を行うこと。 

 

27．システム計画準備 

受託者は、資産台帳管理システムの各種データ更新を行うための計画準備を行うこと。 

 

28．システム保守 
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（１）受託者は、新地方公会計制度の変更に伴い、必要性に応じシステムのメンテナンスを行

うこと。 

（２）大幅な制度の変更等でシステムの大規模改修が必要な場合は、協議の上、本業務とは別

途で改修業務及びシステムバージョンアップ業務を行うこと。 

（３）システムに重大な不具合が発生した場合、受託者は早急に原因を究明し、システムの正

常化に努めること。 

 

29．システム操作説明サポート 

受託者は、操作方法及び処理方法の説明を本市のシステム管理担当者及びシステム運用者

に行うこと。 

 

30．資産台帳管理システム（GISシステムを含む。）の提供 

（１）受託者は、固定資産管理のため、以下と同等の機能を備えたシステムを提供すること。

また、機能は建物に関するものだけでなく土地やインフラ資産等の段階的な台帳整備を

見据えたものとすること。 

＜機能一覧＞ 

・地図操作（スクロール、拡大、縮小、計測等） 

・各種図面作成（財産別、地目別、所管課別等着色） 

・各種図面印刷 

・有形固定資産評価 

・検索（属性別、条件別等） 

・各種台帳（帳票・集計表）作成、印刷 

・資産集計 

・各種台帳情報（属性）表示、印刷 

・施設別耐用年数及び償却年数管理 

・防災関連情報閲覧 

・財産に関する調書（帳票・集計）作成、印刷 

・滅失財産管理 

・公共施設管理（調書・工事履歴等） 

・公共施設情報管理（収支情報・コスト集計・将来コストシミュレーション等） 

・各種データ更新 

・システム管理（使用制限等） 

（２）機能一覧における「各種台帳（帳票・集計表）作成、印刷」の機能にて印刷できる帳票

及び集計表は、以下を参考に機能設定を行うこと。 

・総括表：財産情報一覧、土地・建物の総面積一覧 

・財産個票：財産情報、土地・情報の総面積 

・土地個票：財産情報、土地情報（貸借情報、異動履歴情報等） 

・建物個票：財産情報、建物情報（賃借情報、異動履歴情報等） 

・工作物総括表 

・土地の売却可能資産明細表 
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・償却資産の売却可能資産明細表 

・固定資産台帳（償却明細含む。） 

・有形固定資産明細表（地方公会計マニュアル対応） 

・財産に関する調書（施設別詳細又はその全て） 

・土地、建物異動増減リスト 

・土地、建物貸借リスト 

（３）受託者は、資産台帳管理システムの操作説明書（取扱説明書）を作成して提出すること。 

 

31．システムセットアップ 

受託者は、本業務においてデータベース化した全ての属性情報、評価情報等のセットアッ

プ状況を確認するとともに、資産台帳管理システムの正常な動作確認及び検証を行うこと。 

 

32．システム更新・バージョンアップ 

受託者は、維持修繕計画等の検討を行うため、必要な機能のバージョンアップを行うこと。 

 

33．データセンター等を利用した ASPサービス等の導入 

本業務で収集・作成された各種データを利用し、ASPサービス等によって、本業務で導入す

るシステムの運用ができるようにすること。 

 

34．GISサービス 

受託者は、本市が所有する本業務で収集・作成された各種データ財産情報を、ASPサービス

等を利用して本市の各所管課内にて GIS 情報を閲覧可能とすること。また、その際に必要な

サービスとして「30 資産台帳管理システム（GISシステムを含む。）（１）」に掲げる機能

のうち必要な機能操作等が行えるようにすること。 

 

 

Ⅴ 公共施設等総合管理計画 

 

35．業務の概要 

本市が所有する公共施設について、ファシリティマネジメントの考え方を導入し、全体の

総量適正化、ライフサイクルコストの低減などを含む戦略的な施設経営を推進するため、本

市が提供する情報を基に、基本的な考え方（基本方針）と具体的な方向性（マネジメント計

画）等を策定すること。業務の範囲は以下の内容を基本とし、「公共施設等総合管理計画の

策定にあたっての指針」の内容を満たすよう公共施設等の分析・評価、計画の策定等を行う

こと。 

（１）施設等の現況調査 

受託者は、以下に示す内容の調査を資料の整理、収集、現地調査等により行うこと。 

ア 人口・財政等・・・概況、沿革、地理的特性、人口推移、財政状況など 

イ 施設の基礎情報・・配置状況、設置目的、管理形態など 

ウ 建物等の現況・・・耐震診断状況、耐震化状況、劣化状況、修繕履歴など 
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エ 利用状況・・・・・運営方式、運営時間、利用者数、稼働率など 

オ 収支状況・・・・・料金収入、職員人数、人件費、ランニングコストなど 

カ その他・・・・・・バリアフリー、避難所等施設の適正配置等に必要な調査 

（２）調査結果のとりまとめ 

受託者は、施設等の現況調査結果を一元的に整理し、データベース化するとともに、各施

設の現況・分析結果を詳細にまとめた調書を作成すること。 

（３）ライフサイクルコストの算出及び将来更新費用等の推計 

受託者は、前項でデータベース化したデータを基に、30年程度のライフサイクルコストを

算出し、将来の更新費用等の推計を作成すること。なお、ライフサイクルコスト及び将来推

計は、固定資産管理システムでも算出及び管理が可能なものとすること。  

（４）調査結果の分析 

受託者は、施設等の現況調査結果を基に施設等の更新費用等の予測及び施設評価を実施す

ること。 

ア 更新費用予測・・・施設等の更新時期、費用の想定など 

イ 施設評価・・・・・各施設の現状の数値化、状況の評価など 

ウ 課題の抽出・・・・用途別の分析、維持管理上の特徴や問題点など 

（５）課題の整理と方向性の検討 

受託者は、分析結果を基に課題を整理し、中長期的な視点に立って公共施設の適正な配置

と効率的な管理運営を進めるための視点や方針、方法について検討・提案すること。 

（６）インフラ資産の基礎資料の作成 

受託者は、道路、橋りょう、上下水道等のインフラ資産について、市所有の各長寿命化計

画等の資料等を使用して、将来的なマネジメントを目的とした基礎資料を作成すること。 

（７）計画本編及び概要版の作成 

本計画は、本編と概要版の２種類を作成すること。 

 

36．公共施設の利用者数の把握 

受託者は、定期的に公共施設の利用者数の推移などを調査した上で状況の確認及び分析・

評価を行い、その結果を計画書にまとめること。 

 

37．成果報告 

施設ごとの調査・分析等の業務の成果については、業務の完了した施設から順次報告を行

うこと。また、報告内容は、市担当者と協議の上、必要な報告資料を作成すること。 

 

 

Ⅵ 成果品 

 

38．納入成果品 

 業務に関する成果品は、前記までの作業において作成した資料及びシステムデータとし、

その他必要なものについては、市担当者と協議の上、必要な資料等を提出すること。 

 



 10 

・業務報告書 

・総括表 所管課毎の財産情報一覧 

・土地台帳一覧表 

・立木竹一覧表 

・建物台帳一覧表 

・工作物一覧表 

・物品一覧表 

・無形固定資産一覧表 

・固定資産台帳（償却明細を含む。） 

・有形固定資産明細表 

・財産に関する調書（施設別詳細を含む。） 

・土地貸借リスト 

・建物貸借リスト 

・施設調書（コスト情報・利用者情報・財政状況） 

・固定資産管理システム 

・固定資産管理システム マニュアル 

・公共施設等総合管理計画書 本編 ５冊 

・公共施設等総合管理計画書 概要版 10部 

・公共施設等総合管理計画書のデータ（ワード、エクセル等変更可能なデータとすること。） 

・各種調査データ 

・打合せ協議記録簿 


